
北上製紙株式会社が平成３０年７月末をもって事業撤退することから、関連２社を含め

た離職予定者の早期再就職の支援を行うため、一関公共職業安定所に離職者対策本部を設

置し、第１回目の対策本部会議を６月２６日（火）に開催します。 

対策本部会議では、離職予定者の状況確認を行うとともに、再就職支援策などについて

協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

○ 北上製紙株式会社等離職者対策本部を平成30年６月26日（火）に設置し、同日に

第１回目の対策会議を開催します 

 

 

 

 

 

 
１  離職者対策本部の設置 

 （１）名 称   北上製紙株式会社等離職者対策本部（本部長：一関公共職業安定所長） 

 （２）設置年月日   平成３０年６月２６日（火） 

 （３）設 置 場 所   一関公共職業安定所 

 （４）構 成 員 

岩手県県南広域振興局経営企画部産業振興室長、一関市副市長、一関市商工労働部長  

平 泉 町 観 光 商 工 課 長 、 一 関 商 工 会 議 所 事 務 局 長 、 平 泉 商 工 会 事 務 局 長  

高 齢 ・障 害 ・求 職 者 支 援 機 構 岩 手 支 部 長 、産 業 雇 用 安 定 センター岩 手 事 務 所 長 

一関職業訓練協会事務局長、東磐職業訓練協会事務局長、岩手労働局職業安定部職業安定課長 

一関労働基準監督署長、一関公共職業安定所長 

 

２ 対策会議の開催（第１回） 

 （１）名 称   北上製紙株式会社等離職者対策本部会議 

 （２）開 催 日 時   平成３０年６月２６日（火）１０：３０～ 

 （３）開 催 場 所   一関公共職業安定所３階会議室（一関市山目字前田１３－３） 

 （４）議 題   ①北上製紙（株）等離職者対策本部設置要綱（案）について 

②北上製紙（株）及び関連２社の従業員の状況について 

              ③今後の離職者対策関係業務について 

 

※  会議の報道機関への公開は、冒頭のあいさつまでとし、その後の議事内容については、非公開としま

すので、予めご了承願います。【担当：職業安定課長 中村】 
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